
児童生徒が登下校しているときに地震が発生した際の対応マニュアル 

朝霞市立朝霞第九小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

   安全確認 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊児童生徒の登校中、下校中については、学級担任が児童生徒全員の安否確認を行うこと 

１ 安全確保 

 （第一次避難） 

○ゆれている時 

・頭部保護・身を低くする 

・建物、ブロック塀、窓ガラス、自販機など

から離れる。 

・鉄道・バス等に乗車中は、乗務員の指示に

従う 

 

２ 避難・誘導 

（第二次避難） ○避難する際 

・ゆれが収まったら、学校か自宅、近い方に

避難する。 

・学校・自宅へ避難が困難な場合は、公園や

交番、「青少年を育成する家」などに避難

し、周囲の大人に助けを求める。 

・登校班の高学年は、低学年と一緒に行動す

る。 

自宅 

家族であらかじ

め決めた避難の

仕 方 で 行 動 す

る。 学校 
○引き渡し開始 

 

○情報発信 

 ①緊急連絡網 ②携帯メール  

 ③防災無線  ④スマイルＦＭ（76.7MHz） 

⑤学校ホームページ(QR ｺｰﾄﾞからつながります) 

⑥災害用伝言ダイヤル（１７１） 

いずれも電力が供給され、通信回線がつな

がる場合です。 

 

３ 引き渡しを実施 

・保護者へ連絡後、引き渡し

カードによる確認を行う。 

４ 児童保護の継続 

（引き渡し関係者が来校でき

ない場合は学校で保護） 

・引き渡し関係者へ連絡努力 

・児童の心のケア 

・飲料水、食事、衣料用品等の確保 

地震発生 

緊急情報 QR コード 

                     


